
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
四
十
六
号

外
国
政
府
等
に
対
す
る
米
穀
の
売
渡
し
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
率
の
最
低
限
度
を

定
め
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
政
府
等
に
対
す
る
米
穀
の
売
渡
し
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
六
号
）
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１
　
外
国
政
府
等
に
対
す
る
米
穀
の
売
渡
し
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
項
第
一
号
の

政
令
で
定
め
る
利
率
は
、
支
払
期
間
が
十
年
以
内
の
年
賦
支
払
の
場
合
に
あ
つ
て
は
年
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
支
払
期

間
が
十
年
を
こ
え
る
年
賦
支
払
の
場
合
に
あ
つ
て
は
支
払
期
間
の
う
ち
最
初
の
十
年
間
に
つ
い
て
年
二
パ
ー
セ
ン

ト
、
そ
の
他
の
期
間
に
つ
い
て
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

２
　
法
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
利
率
は
、
年
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


